
●押印が存続する手続き一覧
（令和４年10月1日現在）

※今後、国等の押印見直しの動向により変更となる可能性があります。

個人/
法人の
別

手続き名 根拠法令・規則等
存続する
押印の種類

押印を存続する理由

1 個人
工事請負契約書
業務委託・物品買入等契約書

地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

2 法人
工事請負契約書
業務委託・物品買入等契約書

地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

3 個人 土地賃貸借契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

4 法人 土地賃貸借契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

5 個人 土地転貸借契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

6 法人 土地転貸借契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

7 個人 土地賃貸借料改定契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

8 法人 土地賃貸借料改定契約書 地方自治法第234条第5項 登記印・登録印 地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられているため

9 個人 物品供給見積書・事業請負見積書 契約規則第33条第2項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

10 法人 物品供給見積書・事業請負見積書 契約規則第33条第2項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため
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11 個人 使用印鑑届 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

12 法人 使用印鑑届 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

13 個人 入札書錯誤無効届 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

14 法人 入札書錯誤無効届 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

15 個人 契約確定承諾書 なし 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

16 法人 契約確定承諾書 なし 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

17 個人 物品売払入札参加承認証
大阪広域環境施設組合物品売払
入札参加申請要領

登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

18 法人 物品売払入札参加承認証
大阪広域環境施設組合物品売払
入札参加申請要領

登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

19 個人 価格提案書（使用許可）
行政財産における清涼飲料水自
動販売機設置に係る事務取扱い
ほか

登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

20 法人 価格提案書（使用許可）
行政財産における清涼飲料水自
動販売機設置に係る事務取扱い
ほか

登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

2 / 4 ページ



●押印が存続する手続き一覧
（令和４年10月1日現在）

※今後、国等の押印見直しの動向により変更となる可能性があります。

個人/
法人の
別

手続き名 根拠法令・規則等
存続する
押印の種類

押印を存続する理由

21 個人 入札書（売払・貸付） 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

22 法人 入札書（売払・貸付） 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

23 個人
大阪広域環境施設組合契約関係
暴力団排除措置要綱に基づく誓約書 大阪広域環境施設組合契約

関係暴力団排除措置要綱

登記印・登録印
入札等への参加にあたって、当該業者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に該
当する者でないことの誓約を求めるものであり、内容の真正性を誓約する重要な
書類であるため

24 法人
大阪広域環境施設組合契約関係
暴力団排除措置要綱に基づく誓約書 大阪広域環境施設組合契約

関係暴力団排除措置要綱

登記印・登録印
入札等への参加にあたって、当該業者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に該
当する者でないことの誓約を求めるものであり、内容の真正性を誓約する重要な
書類であるため

25 個人 入札書（申込書を含む） 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

26 法人 入札書（申込書を含む） 契約規則第24条 登記印・登録印 競争参加者が価格等について意思を表示する重要な書面であるため

27 個人 契約変更承諾書 契約規則第59条第1項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

28 法人 契約変更承諾書 契約規則第59条第1項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

29 個人 請書 契約規則第33条第2項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため

30 法人 請書 契約規則第33条第2項 登記印・登録印
直接収入または支出の原因となる最終的な意思確認文書であり、契約書としての
性質を備えているため
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31 個人 緊急施工承諾書
大阪広域環境施設組合ごみ焼却
工場等における緊急工事等事務
運用要領

登記印・登録印
緊急に施工しなければならない工事又は修繕が生じた場合に、意思確認を行う重
要な書面であるため

32 法人 緊急施工承諾書
大阪広域環境施設組合ごみ焼却
工場等における緊急工事等事務
運用要領

登記印・登録印
緊急に施工しなければならない工事又は修繕が生じた場合に、意思確認を行う重
要な書面であるため

33 個人
入札時における配置予定技術者調書の提出に関す
る取扱要領に基づく誓約書

入札時における配置予定技術者
調書の提出に関する取扱要領の
運用について

登記印・登録印
入札時における配置予定技術者の恒常的な雇用関係について、誓約を求めるもの
であり、内容の真正性を誓約する重要な書類であるため

34 法人
入札時における配置予定技術者調書の提出に関す
る取扱要領に基づく誓約書

入札時における配置予定技術者
調書の提出に関する取扱要領の
運用について

登記印・登録印
入札時における配置予定技術者の恒常的な雇用関係について、誓約を求めるもの
であり、内容の真正性を誓約する重要な書類であるため

35 個人 誓約書
大阪広域環境施設組合談合情報
等対応マニュアル

登記印・登録印
談合情報等の調査において、不正な行為の不存在等を誓約するため、法人や個人
事業主に求めるものであり、内容の真正性を誓約する重要な書類であるため

36 法人 誓約書
大阪広域環境施設組合談合情報
等対応マニュアル

登記印・登録印
談合情報等の調査において、不正な行為の不存在等を誓約するため、法人や個人
事業主に求めるものであり、内容の真正性を誓約する重要な書類であるため

37 法人 実証事業等に関する協定書及び覚書 なし 登記印・登録印

実証事業等を共同で実施するに当たり、本来有償である資産の貸付や利用などを
無償とし、直接支出を不要とする最終的な意思確認文書（根拠）となる協定書等
であって、契約書としての性質を備えていることから、協定等の法的安定性を図
るため
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